
（平成２６年１０月８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認九州地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件



九州（宮崎）国民年金 事案 2825 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年８月まで 

         ② 昭和 56年２月及び同年３月 

         ③ 平成 11年 10月から 12年５月まで 

   時期は不明であるが、私は、当時間借りしていた部屋の隣人に勧められ

て国民年金に加入し、申立期間①については、当該家の１階に住んでいた

集金人に毎月国民年金保険料を支払っていた。申立期間②及び③について

は、自宅に届いた納付書で保険料を全て納付していた。      

しかしながら、申立期間について保険料の納付済期間となっていないの

で、記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人は当該期間直後の昭和 56 年４月にＡ市か

らＢ市に転入しており、同市の申立人に係る国民年金被保険者名簿の当該

期間を含む昭和 55 年度の検認記録欄に「他市町村で納入済」と記載されて

いることが確認できる。 

また、申立期間②は２か月と短期間であり、当該期間の直前直後の期間

は任意加入被保険者として国民年金保険料は納付済みであることから、当

該期間の保険料を納付していたとしても不自然ではない。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の記

号番号の前後の任意加入被保険者の資格取得日の記録及び申立人が提出し

た国民年金手帳により、昭和 41年 12月 14 日に払い出されていることが推

認できることから、申立期間①当時、申立人は国民年金に未加入であり、

  



当該期間の保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

 また、申立人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間①の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに、当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   

 

  ３ 申立期間③については、オンライン記録によると、当該期間直後の平成

12 年６月及び同年７月の国民年金保険料が 14 年７月８日に過年度納付さ

れていることが確認でき、当該過年度納付が行われた時点では、申立期間

③の保険料は時効であることから、申立人は当該期間の保険料を納付する

ことができない。 

また、申立人は、納付書が送られて来たら必ず納付していたと供述して

いるが、申立期間③に係る保険料の納付時期及び納付場所等についての記

憶が明確ではなく、納付状況が不明である。 

  このほか、申立人が申立期間③の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

  

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

  



九州（福岡）国民年金 事案 2826   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年２月までの期間、同

年４月から同年 12月までの期間及び 38年４月から 39年６月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

  私の申立期間の国民年金保険料は、当時一緒に住んでいた姉が、姉夫婦

の分と併せて納付してくれていた。最近、国民年金手帳が見付かり、その

国民年金印紙検認記録欄の昭和 37 年３月及び 38 年１月から同年３月まで

の期間を除く分に検認印が押されているので、申立期間を保険料の納付済

期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年２月までの期間、同年４月から

同年 12月までの期間及び 38年４月から 41 年３月までの期間について、申立

人が提出した国民年金手帳の写しの国民年金印紙検認記録から、Ａ市におい

て国民年金保険料が現年度納付されたことを示す検認印が確認できる。 

一方、申立人に係る国民年金被保険者台帳では、当初、前述の期間に係る

検認記録の納付月数と符合する納付記録が記載されていたものの、昭和 36 年

度から 39 年度までの欄に「還付」の押印が確認できること、40 年度の欄に

は保険料を還付したことを示す記載が見られること、備考欄には「厚生年金

加入のため取消」と記載されていることなどから、申立期間のうち、昭和 36

年４月から 37 年２月までの期間、同年４月から同年 12 月までの期間及び 38

年４月から 41年３月までの期間の保険料は還付されたものと考えられる。 

しかしながら、オンライン記録から、申立人の昭和 36 年４月から 39 年６

月までの期間に厚生年金保険被保険者記録は確認できない上、本来、国民年

金の強制被保険者である申立人の当該期間に係る被保険者資格の記録を取り

  



消したことについて、日本年金機構Ｂ事務センターは、当時、どのような確

認を行い、資格取消処理を行ったかは不明と回答しており、当該期間の被保

険者資格を取り消す理由が見当たらず、申立期間のうち、36 年４月から 37

年２月までの期間、同年４月から同年 12 月までの期間及び 38 年４月から 41

年３月までの期間は、還付される前は納付済期間となっていたことから、こ

れらの期間は納付済期間とする必要がある。 

  また、申立期間のうち、昭和 37 年３月及び 38 年１月から同年３月までの

期間について、オンライン記録によると、申立人の保険料を自身の保険料と

一緒に納付していたとする申立人の姉の当該期間の保険料は未納であり、申

立人の姉の夫についても、昭和 36 年度は１か月の未納及び 37 年度は３か月

の未納と記録されている上、申立人の当該期間の保険料が納付されていたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

  一方、申立期間のうち、昭和 39 年７月から 41 年３月までの期間について、

オンライン記録から、申立人は 39 年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得し、平成 19 年６月まで継続して厚生年金保険の被保険者であった記録

が確認でき、制度上、申立人は国民年金に加入することはできないことから、

申立期間のうち、昭和 39 年７月から 41 年３月までの保険料が還付されてい

ることに不自然さはみられない。 

  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 36年４月から 37 年２月までの期間、同年４月から同年 12月までの期間

及び 38 年４月から 39 年６月までの期間の国民年金保険料について、納付し

ていたものと認められる。 

 

 

 

 

 

  



九州（大分）厚生年金 事案 5312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 17年７月から 18 年５月までの期間を 22万円に訂正することが必要であ

る。  

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年６月１日から 18年６月 21日まで 

私のねんきん定期便を確認したところ、Ａ社（以下「申立事業所」とい

う。）に勤務していた期間の標準報酬月額と厚生年金保険料控除額が、私

が所持する給与明細書の支給額と相違している。 

調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与明細書により、申立人は、申立期間のうち平成 17 年

７月から 18 年５月までの期間について、オンライン記録における標準報酬月

額を超える報酬月額の支払を受け、報酬月額に基づく標準報酬月額と同額又

は報酬月額に基づく標準報酬月額より低い標準報酬月額に見合う厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

  



したがって、申立期間のうち平成 17 年７月から 18 年５月までの期間に係

る標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書により、22 万円と

することが妥当である。 

なお、申立期間のうち平成 17 年７月から 18 年５月までの期間に係る厚生

年金保険料の事業主による納付義務の履行については、オンライン記録によ

ると申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、申

立期間当時の事業主は既に死亡しており、ほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額の届

出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

一方、申立期間のうち平成 17 年６月については、給与明細書に記載されて

いる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録における標

準報酬月額よりも高額であるものの、同年７月から同年 12 月までの給与明細

書及び同年分給与所得の源泉徴収票の支払金額から推認される報酬月額は、

オンライン記録における標準報酬月額より低額であることから、特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5313 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の当該期間に係る記録を、申立期間①は１

万 1,000 円、申立期間②は 21 万円、申立期間③及び④は 19 万円、申立期間

⑤は 19万 2,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住 所 ：  

    

        

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 17日  

② 平成 17年 12月 15日 

③ 平成 18年７月 20日   

④ 平成 18年 12月 15日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

  私は、Ａ社（以下「申立事業所」という。）に勤務し、申立期間に係る

賞与の支給を受けた。 

しかし、申立事業所から社会保険事務所（当時）への届出が遅れたため、

年金額に反映しない記録となっている。 

  それぞれの賞与から、厚生年金保険料が控除されていたので、将来の年

金額に反映する記録に訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する申立期間に係る賞与支給明細書により、申立人は、申立

事業所から当該期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険料を事業主によ

り当該賞与から控除されていたことが認められる。 

  



一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範

囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額は、前述の申立人が保管する賞与

支給明細書の支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は１万

1,000 円、申立期間②は 21 万円、申立期間③及び④は 19 万円、申立期間⑤

は 19万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、元事業主は当時の詳細は不明と回答しているものの、国の

記録によると、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 23

年２月４日に、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届が

提出されたことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人の当該期

間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



九州（長崎）厚生年金 事案 5314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）に

おける資格取得日に係る記録を昭和 53 年９月 25 日に、資格喪失日に係る記

録を 54 年１月 16 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、７万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年９月 25日から 54年１月 16日まで     

私は、申立期間について、採用された当初はＣ職、その後はＤ職として

Ａ事業所に勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が

確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

              

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＢ事業所が発行した申立人に係る人事記録並びに平成 26

年４月 25 日付けで同事業所が申立人に送付した文書及び同事業所の回答に

より、申立人は、昭和 53 年９月 25 日から 54 年１月 15 日までの期間におい

て、非常勤職員（賃金職員）として勤務していたことが認められる。 

  また、国の通達において、昭和 50 年４月１日からＥ機関（当時）及びＦ機

関（当時）に勤務する賃金職員について、厚生年金保険に加入させる取扱い

を認める旨の記載が確認できる。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保

険者原票」という。）によると、昭和 53 年９月１日に、女性職員 36 人が一

斉に厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認できる上、申立期間に

おいて、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者資格を取得している者のうち、

女性で申立人と報酬月額が同程度である複数の者の賃金職員としての採用日

 

  



は、厚生年金保険被保険者資格の取得日と同一日であることが確認できる。 

加えて、前述の通達についてＧ団体は、「実施時期については、各事業所

が個別に対処していたはずであり、全ての賃金職員が厚生年金保険に加入で

きたのは昭和 53年頃だったと思う。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準報酬月額については、Ｂ事業所が提供した申立

人の人事記録等から７万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ｂ事業所は不明としているが、被保険者原票の健康保険の整理番号に

欠番は見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録

が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資

格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する

機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該

届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主

から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 53 年９月から同年 12 月まで

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

  



九州（福岡）国民年金 事案 2827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年７月から 47年３月までの期間、同年７月から 48年３月

までの期間及び同年７月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41年７月から 47年３月まで 

         ② 昭和 47年７月から 48年３月まで 

         ③ 昭和 48年７月から同年 12月まで 

私は、昭和 40 年頃に、両親と同居していたＡ市からＢ市Ｃ区へ転居した

転居後は私の妻が、遅れて納付することもあったが申立期間に係る国民年

金保険料を同区役所に持参し納付していた。 

納付の際に区役所窓口で発行される領収書は、年金手帳に貼付し保管し

ていたので、年金記録を訂正してもらいたい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

。

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、Ｂ市Ｃ区役所への国民年金保険料の納付について、「分割

納付を行っていたが、納付の間隔が何か月も空くようなことは無かった。」

と供述しているが、申立期間は合計で７年と長期間であり、申立期間に係る

保険料の納付は多数回に及ぶところ、申立人に係るオンライン記録、特殊台

帳及びＢ市の国民年金被保険者名簿からは、申立期間①の始期の昭和 41 年７

月から申立期間③の終期の 48 年 12 月までの期間において、２期分を３回

（47 年４月の保険料を同年 12 月、同年５月及び同年６月の保険料を 48 年１

月、同年４月から同年６月までの保険料を同年６月）に分けて納付している

ことが確認できるのみであり、行政機関等が長期間かつ多数回にわたる申立

人の納付に関する事務処理を誤るとは考え難い。 

また、申立人の申立期間に係る特殊台帳の記録は未納となっており、オン

  



ライン記録と一致しているとともに、申立期間②及び③についてはＢ市の申

立人に係る国民年金被保険者名簿とも一致している。 

さらに、申立人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、申立人の妻は、申立期間に係る保険料の領収書を貼付していたとす

る年金手帳について、申立人死亡による遺族厚生年金の裁定請求等のため社

会保険事務所（当時）に提出した旨供述しているところ、日本年金機構Ｄ事

務センターは、遺族厚生年金の裁定請求書に年金手帳の添付は見当たらず、

未支給年金の請求書への添付については保存期間経過のため確認することが

できない旨回答している。 

このほか、申立人及び申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



九州（佐賀）国民年金 事案 2828 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年４月から 53 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 53年２月まで 

  申立期間については、私の母が私の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付してくれていたにもかかわらず、国民年金の未加入期間と

されているので、申立期間を保険料の納付済期間として認めてほしい。  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者カードから、申立人の国民年金の資

格取得（昭和 53 年３月 23 日付けで強制被保険者資格取得）の届出が昭和 53

年３月 27 日に行われ、この時点で申立人に国民年金手帳記号番号が払い出さ

れたことが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間においては大学生であり、Ｂ市に居住していた

が、実家の在るＡ市からＢ市に住所変更の届出を行ったかどうかは分からな

い旨供述しているところ、申立期間当時、Ａ市を管轄していたＣ社会保険事

務所（当時）及びＢ市を管轄していたＤ社会保険事務所（当時）の申立期間

に係る国民年金手帳記号番号払出簿に申立人の氏名は確認できず、申立人に

対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

   さらに、申立期間当時、大学生は国民年金への加入は任意とされており、

資格取得届出日（昭和 53 年３月 27 日）時点においては、申立期間に遡って

国民年金に加入することはできないことから、申立期間は国民年金の未加入

期間であり、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付することはで

きなかったものと考えられる。 

   加えて、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したとする申立人の

  



母親は既に死亡しており、保険料の納付等について具体的な供述を得ること

ができない。 

このほか、申立人及び申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる事業も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 

 

 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5315（福岡厚生年金事案 1823の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年１月９日から同年 11月５日まで 

② 昭和 35年７月 27日から 36年 10月１日まで 

③ 昭和 37年 12月１日から 41年１月１日まで 

脱退手当金の支給記録について、私は受給した記憶が無いので、平成 21

年に年金記録確認第三者委員会に申し立てたが、記録の訂正は認められな

かった。 

脱退手当金が支給されたとされる昭和 45 年当時、私たち夫婦は夫の安定

した給料のほかにも、Ａ市内の一等地に複数の不動産を所有し多額の賃料

収入を得て生計は安定しており、脱退手当金を請求する理由は無く、私は

出産を控えて体調も優れない状態で、退職から５年も経過して脱退手当金

の請求手続をするはずがない。 

また、私は、Ｂ事業所を退職する際に、職員から脱退手当金を 「置いと

く （そのままにしておく）。」 との説明を受けており、Ｃ事業所に勤務

していた期間の脱退手当金をあえて請求しないで、他の期間の脱退手当金

を請求したとは考えられないので、支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により、申立人に係る脱退手当金の支給決定は、申立人が

Ｂ事業所を退職した４年４か月後の昭和 45 年５月 15 日に行われているもの

の、脱退手当金の支給が決定された約５か月前である 44年 12月 12日に申立

人に係る厚生年金保険被保険者記号番号の重複取消の処理が行われているこ

とが確認でき、脱退手当金の請求に併せて重複整理が行われたと考えるのが

自然である上、申立人に係る脱退手当金計算書によれば、脱退手当金は、Ｂ

  



事業所、申立人がＢ事業所以前に勤務していたＤ社及びＥ事業所の被保険者

月数及び標準報酬月額を基に算定されていることが確認できること、ⅱ）申

立人は、当時、脱退手当金制度について承知していなかったと申し立ててい

るが、Ｂ事業所における同僚二人は、「厚生年金は将来受給できるか否か分

からないので脱退手当金をもらった方がよいとＢ事業所の事務担当者から言

われた。」、「脱退手当金の請求を行ったと思う。」と供述している上、オ

ンライン記録によれば、当該事業所を 41 年１月から 43 年８月までの間に退

職した申立人を含む 19 人のうち、10 人に脱退手当金の支給記録が確認でき

ることなどを理由として、既に年金記録確認福岡地方第三者委員会（当時。

以下「福岡委員会」という。）の決定に基づき平成 22 年２月 24 日付けで年

金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を国が支給したとされる当時、

複数の不動産を所有し多額の賃料収入を得ていたので、脱退手当金を請求す

る理由は無いとして、不動産の登記事項証明書を新たな資料として提出し、

申立期間について再度申立てを行っている。 

しかしながら、前述の登記事項証明書により、脱退手当金支給決定当時に

申立人の夫が不動産を所有していたことは認められるが、当時の経済事情の

みをもって福岡委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認め難い。 

このほかに福岡委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

  



九州（佐賀）厚生年金 事案 5316 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年２月１日から 37年２月１日まで 

  私は、昭和 29 年 11 月にＡ社に入社し、Ｂ市に所在していた同社Ｃ支店

でＤ業務をしていた。時期は記憶していないが、同社はＥ社に合併され、

その後、経営母体がＦ社に替わり、さらにＧ社（現在は、Ｈ社）になった

が、私は継続して同一の事務室でＤ業務をしていた。 

  私がＧ社の厚生年金保険の被保険者資格を取得した昭和 37 年２月１日ま

では、継続してＥ社又はＦ社に勤務していたので、申立期間に係る厚生年

金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ Ｅ社に係る申立てについては、申立人が申立期間当時の同僚として氏名

又は姓を挙げた複数の者の同社に係る厚生年金保険被保険者記録が、申立

期間の一部において確認できることから、期間の特定はできないものの、

申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

  しかしながら、Ｅ社は既に解散しており、申立期間当時の事業主は既に

死亡している上、解散時の事業主の代理人は、申立期間当時の資料は無く、

当時の事務担当者も不明である旨回答していることから、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認することができない。 

  また、Ａ社及びＥ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった昭和 31 年２月１日以降も、

申立人が一緒にＥ社のＢ市に所在した事務所に勤務したとする同僚３人の

うち、１人は引き続きＥ社の厚生年金保険の被保険者資格を取得し、別の

１人はＡ社の同資格を喪失した日の１か月後にＥ社の同資格を取得してお

 

  

  

 



り、残りの１人は申立人と同様に申立期間に厚生年金保険被保険者記録を

確認することができないことから、Ｅ社は必ずしも全ての従業員を厚生年

金保険に加入させる取扱いではなかったと推認できる。 

 さらに、申立期間におけるＥ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人の厚生年金保険被保険者記録を確認することはできな

い上、整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い。 

   

 

  ２ Ｆ社に係る申立てについては、申立人が申立期間当時の同僚として氏名

又は姓を挙げた複数の者及び申立期間直後に申立人と同様にＨ社に係る厚

生年金保険被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述から判断すると、

期間の特定はできないものの、申立人がＦ社において勤務していたことは

うかがえる。 

しかしながら、所在地がＢ市に係る厚生年金保険適用事業所記号番号払

出簿において、申立期間に「Ｆ」という名称が含まれる厚生年金保険の適

用事業所は確認できない。 

また、前述の複数の同僚は、自身もＦ社に勤務していたと供述している

ものの、申立人と同様に同社に係る厚生年金保険被保険者記録は確認でき

ない。 

さらに、Ｆ社は既に解散している上、当時の事業主は既に死亡しており、

申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の

給与からの控除について確認することができない。 

 

３ 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、ほか

に、当該期間における厚生年金保険料を給与から控除されていたことをう

かがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  



九州（宮崎）厚生年金 事案 5317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 30年４月６日から 36年 10月１日まで 

  私は、Ａ社Ｂ事業所を退職した後に、社会保険出張所（当時）に脱退手

当金を請求し、受け取った記憶は無いので、申立期間に係る脱退手当金の

支給記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の脱退手当金の支給決定に係る事務処理においては、社会保

険出張所が脱退手当金の裁定請求書の添付書類として提出された厚生年金保

険被保険者証に、脱退手当金を支給したことを意味する「脱」の表示を記載

することとされているところ、申立人の厚生年金保険被保険者証には、Ａ社

Ｂ事業所を管轄していたＣ社会保険出張所（当時）で脱退手当金が支給決定

されたことを意味する「脱 Ｃ」の押印が確認できる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、厚生省（当

時）から脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を当該脱退手

当金の裁定庁に回答したことを示す「回答済 36.11.８」の押印が確認できる。 

さらに、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人

の欄には、脱退手当金が支給決定されたことを意味する「脱 Ｃ」の押印が

確認できる。 

加えて、申立てに係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和 37 年３

月７日に支給決定されるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、申立人が

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



九州（熊本）厚生年金 事案 5318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年６月 16日から同年 12月頃まで 

② 昭和 43年３月頃から同年 12月頃まで 

申立期間①については、私は、昭和 42 年初めにＡ社に入社し、同年 12

月頃までフルタイムで勤務していたにもかかわらず、同社に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日が同年６月 16日と記録されている。 

申立期間②については、昭和 43 年３月頃から同年 12 月頃までＢ社（現

在は、Ｃ社）Ｄ事業所においてフルタイムで勤務していたにもかかわらず、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社が提出した労働者名簿によると、申立人は、

昭和 42年６月 15日に退職した旨の記載が確認できる。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の被保険者記録での離職日は、昭

和 42年６月 15日である。 

さらに、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票による

と、申立人は昭和 42 年６月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、

同月 26日に健康保険証を返納した旨の記載が確認できる。 

これらのことから、申立期間①において、申立人がＡ社に勤務していた

とは認められない。 

 

２ 申立期間②については、申立人がＢ社Ｄ事業所における同僚として二人

の氏名を挙げているところ、このうち同社において昭和 45 年 11 月１日か

ら 50 年４月 16 日までの厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚一

  



人は、「申立人とは一緒にＥ業務をしていた。」と供述していることから、

期間の特定はできないものの、申立人が、同社に勤務していたことは推認

できる。 

しかしながら、申立人のＢ社における雇用保険の被保険者記録は確認で

きない上、Ｃ社は、従業員を厚生年金保険に加入させる手続を社会保険事

務所（当時）に行った際に、同事務所から交付される健康保険厚生年金保

険被保険者資格決定通知書を保管しているものの、申立期間②当時におい

て申立人の氏名は見当たらないと回答している。 

また、申立期間②の始期である昭和 43 年３月頃のＢ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票に申立人の氏名は確認できず、健康保険の整理番

号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、前述の同僚からは、厚生年金保険料の給与からの控除等につい

ての具体的な供述を得ることはできない上、ほかに申立人の申立期間②に

おける厚生年金保険料の給与からの控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（大分）厚生年金 事案 5319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12年４月中旬頃から同年５月２日まで 

私は、平成 12 年４月中旬頃に、Ａ市に在ったＢ社Ｃ事業所の社員として

働き始め、寮に待機しながら３日間の研修を受けたが、同年５月１日に退

職し、同月 16日に私の金融機関の口座に１万 2,000円の入金があった。 

退職した際に、入社時に提出していた年金手帳を返してもらえなかった

ので、Ｄ市の実家に戻ってからＢ社Ｃ事業所に連絡したところ、年金手帳

と一緒に、寮費、電気代、厚生年金保険料等を控除した後の支給額が１万

2,000 円と記載された給与支給明細書が届き、厚生年金保険料が控除され

ていたと記憶しているが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認

できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の供述及び申立人名義の金融機関の預金通帳へのＢ社からの入金記

録から、期間の特定はできないものの、申立人が同社Ｃ事業所に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、申立人の申立期間に係る雇用保険の被保険者記録は確認で

きない上、Ｂ社が申立期間中に加入していたＥ健康保険組合（現在は、Ｆ健

康保険組合）は、申立人の加入記録は確認できないと回答している。 

また、オンライン記録によると、Ｂ社Ｃ事業所は、厚生年金保険の適用事

業所であったことが確認できない。 

さらに、申立人が申立期間において一緒に研修を受けたとして氏名を挙げ

た同僚の厚生年金保険の被保険者記録は、Ｂ社に係るオンライン記録で確認

できるが、申立人の氏名は見当たらない。 

  



加えて、前述の同僚は、Ｂ社Ｃ事業所には平成 12 年４月から勤務を始めた

と供述しているところ、当該同僚は、同年６月１日にＢ社に係る厚生年金保

険被保険者資格を取得していることから、同社では、従業員を必ずしも採用

と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、Ｂ社は、「当時の資料は残っておらず、厚生年金保険の加入状況及

び保険料の控除等については確認できない。」と回答している上、前述の同

僚からは、申立人の厚生年金保険の加入及び厚生年金保険料の給与からの控

除等について具体的な供述を得ることはできない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  




